
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附．単純集計結果 
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（上段：人、下段：％）

  

 

全

 

 

体

当

然

の

こ

と

と

思

う

お

か

し

い

と

思

う

が

自

分

だ

け

反

対

し

て

も

仕

方

が

な

い

と

思

う

間

違

っ

て

い

る

と

思

う

　

無

回

答

１　「大安」「仏滅」などを気にする   1120    468    433    170     49

  100.0   41.8   38.7   15.2    4.4

２　結婚相手を選ぶときは、家柄などのつりあいを気にする   1120    277    295    514     34

  100.0   24.7   26.3   45.9    3.0

３　長男にはほかの子どもとは異なる特別な役割がある   1120    384    205    487     44

  100.0   34.3   18.3   43.5    3.9

４　「長いものに巻かれる」は人生を送る上での知恵である   1120    287    372    417     44

  100.0   25.6   33.2   37.2    3.9

５　「出る杭は打たれる」ということをわきまえて行動する   1120    396    330    351     43

  100.0   35.4   29.5   31.3    3.8

６　女性はやはり男性を立てたほうがよい   1120    512    230    345     33

  100.0   45.7   20.5   30.8    2.9

７　夫を「主人」、妻を「家内」と呼ぶ   1120    522    249    301     48

  100.0   46.6   22.2   26.9    4.3

８　外国人の中でも、欧米人とアジア人とでは対応が変わる   1120    118    167    780     55

  100.0   10.5   14.9   69.6    4.9

（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

男

性

は

仕

事

、

女

性

は

家

庭

に

い

る

の

が

よ

い

男

女

と

も

働

く

が

、

家

事

・

育

児

は

女

性

が

す

る

男

女

と

も

働

き

、

家

事

・

育

児

も

と

も

に

分

担

す

る

女

性

が

働

き

、

男

性

が

家

事

を

す

る

の

が

よ

い

男

女

の

役

割

を

決

め

ず

に

、

そ

の

家

庭

に

あ

っ

た

形

で

行

う

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

　

無

回

答

  1120    207     56    154      -    682      8      3     10

 100.0   18.5    5.0   13.8      -   60.9    0.7    0.3    0.9

（上段：人、下段：MA％）

 

 

全

 

 

体

自

由

平

等

友

愛

尊

厳

自

立

公

正

共

生

抑

圧

格

差

差

別

暴

力

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

　

無

回

答

  1120    403    847    134    275    171    414    139     77    187    628     63     34     13     12

 100.0   36.0   75.6   12.0   24.6   15.3   37.0   12.4    6.9   16.7   56.1    5.6    3.0    1.2    1.1

■問１ さまざまな価値観についての考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問２ 「人権」から連想する言葉 

 

 

 

 

 

 

 

■問３ 男女の役割分担についての考え 
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（上段：人、下段：％）

  

 

全

 

 

体

そ

う

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

わ

な

い

そ

う

思

わ

な

い

　

無

回

答

 

 

平

均

評

価

点

１　労働条件で男女の差があるのは間違っている   1120    428    254    215    111     89     23    3.75

  100.0   38.2   22.7   19.2    9.9    7.9    2.1  

２　夫や恋人から暴力を受けたりすることは人権侵害である   1120    767    166    105     22     40     20    4.45

  100.0   68.5   14.8    9.4    2.0    3.6    1.8  

３　家族を養う責任が男性だけにあるのは間違っている   1120    416    273    211     83    116     21    3.72

  100.0   37.1   24.4   18.8    7.4   10.4    1.9  

４　夫婦別姓は認められてよい   1120    290     93    298     96    324     19    2.94

  100.0   25.9    8.3   26.6    8.6   28.9    1.7  

５　女人禁制などのならわしは間違っている   1120    446    151    278     80    141     24    3.62

  100.0   39.8   13.5   24.8    7.1   12.6    2.1  

６　政治の場などの参画に男女の差があるのは間違っている   1120    687    170    153     33     53     24    4.28

  100.0   61.3   15.2   13.7    2.9    4.7    2.1  

（上段：人、下段：％）

  

 

全

 

 

体

そ

う

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

わ

な

い

そ

う

思

わ

な

い

　

無

回

答

 

 

平

均

評

価

点

１　教師の主観で生徒の評価に差をつけることは間違っている   1120    711    131    131     49     73     25    4.24

  100.0   63.5   11.7   11.7    4.4    6.5    2.2  

２　クラブ活動で先輩からしごきを受けるのは人権侵害である   1120    593    202    195     50     60     20    4.11

  100.0   52.9   18.0   17.4    4.5    5.4    1.8  

３　仲間からの無視やいじめは人権侵害である   1120    786    162    103     16     28     25    4.52

  100.0   70.2   14.5    9.2    1.4    2.5    2.2  

４　塾などに通わせ、ゆとりを奪うのは間違っている   1120    276    248    358     98    116     24    3.43

  100.0   24.6   22.1   32.0    8.8   10.4    2.1  

５　社会に発言し参加する権利を制限するのは間違っている   1120    366    249    289     84    101     31    3.64

  100.0   32.7   22.2   25.8    7.5    9.0    2.8  

６　子どもに来た手紙などを勝手に読むのは権利の侵害である   1120    537    272    175     50     63     23    4.07

  100.0   47.9   24.3   15.6    4.5    5.6    2.1  

７　教師による体罰は人権侵害である   1120    330    149    361    123    140     17    3.37

  100.0   29.5   13.3   32.2   11.0   12.5    1.5  

８　保護者による体罰は人権侵害である   1120    265    149    392    143    153     18    3.21

  100.0   23.7   13.3   35.0   12.8   13.7    1.6  

（上段：人、下段：％）

  

 

全

 

 

体

そ

う

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

わ

な

い

そ

う

思

わ

な

い

　

無

回

答

 

 

平

均

評

価

点

１　高齢者の雇用に消極的なのは働く権利の侵害である   1120    295    279    350     82     88     26    3.56

  100.0   26.3   24.9   31.3    7.3    7.9    2.3  

２　高齢者が労働条件で劣悪に扱われるのは間違っている   1120    362    314    280     71     68     25    3.76

  100.0   32.3   28.0   25.0    6.3    6.1    2.2  

３　高齢者の結婚や再婚に反対するのは権利の侵害である   1120    520    270    231     27     44     28    4.09

  100.0   46.4   24.1   20.6    2.4    3.9    2.5  

４　高齢者のアパートへの入居を断るのは権利の侵害である   1120    577    299    162     23     30     29    4.26

  100.0   51.5   26.7   14.5    2.1    2.7    2.6  

５　高齢者を一方的に施設に入所させることは間違っている   1120    301    255    421     60     58     25    3.62

  100.0   26.9   22.8   37.6    5.4    5.2    2.2  

６　高齢者の財産を一方的に処分することは間違っている   1120    381    219    349     70     78     23    3.69

  100.0   34.0   19.6   31.2    6.3    7.0    2.1  

■問４ 男女に関わる事柄についての考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問５ 子どもに関わる事柄についての考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問６ 高齢者に関わる事柄についての考え 
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（上段：人、下段：％）

  

 

全

 

 

体

そ

う

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

わ

な

い

そ

う

思

わ

な

い

　

無

回

答

 

 

平

均

評

価

点

１　障害者の雇用に消極的であるのは働く権利の侵害である   1120    321    335    316     58     63     27    3.73

  100.0   28.7   29.9   28.2    5.2    5.6    2.4  

２　障害者が労働条件で劣悪に扱われるのは間違っている   1120    370    319    267     77     57     30    3.80

  100.0   33.0   28.5   23.8    6.9    5.1    2.7  

３　障害者の結婚や子育てに反対するのは権利の侵害である   1120    473    274    263     47     37     26    4.00

  100.0   42.2   24.5   23.5    4.2    3.3    2.3  

４　障害者のアパートへの入居を断るのは権利の侵害である   1120    541    281    215     27     22     34    4.19

  100.0   48.3   25.1   19.2    2.4    2.0    3.0  

５　障害児も地域の小・中学校で教育を受ける権利がある   1120    661    212    180     23     11     33    4.37

  100.0   59.0   18.9   16.1    2.1    1.0    2.9  

６　一方的に障害者を施設に入所させることは間違っている   1120    334    273    393     47     44     29    3.74

  100.0   29.8   24.4   35.1    4.2    3.9    2.6  

７　障害者の財産を一方的に処分することは間違っている   1120    370    244    337     78     61     30    3.72

  100.0   33.0   21.8   30.1    7.0    5.4    2.7  

（上段：人、下段：％）

  

 

全

 

 

体

そ

う

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

わ

な

い

そ

う

思

わ

な

い

　

無

回

答

 

 

平

均

評

価

点

１　外国人の雇用に消極的であるのは働く権利の侵害である   1120    269    310    356     61     85     39    3.57

  100.0   24.0   27.7   31.8    5.4    7.6    3.5  

２　外国人が労働条件で劣悪に扱われるのは間違っている   1120    483    314    210     35     43     35    4.07

  100.0   43.1   28.0   18.8    3.1    3.8    3.1  

３　在住外国人の公務員受験資格に制限があるのは間違っている   1120    297    234    300     87    160     42    3.39

  100.0   26.5   20.9   26.8    7.8   14.3    3.8  

４　在住外国人の選挙権が認められないのは間違っている   1120    334    215    293     71    170     37    3.44

  100.0   29.8   19.2   26.2    6.3   15.2    3.3  

５　在日韓国・朝鮮人が本名を名乗りにくい社会は間違っている   1120    497    256    212     36     77     42    3.98

  100.0   44.4   22.9   18.9    3.2    6.9    3.8  

６　国際結婚などに周囲が反対するのは間違っている   1120    612    242    175     20     38     33    4.26

  100.0   54.6   21.6   15.6    1.8    3.4    2.9  

７　外国人のアパートへの入居を断るのは権利の侵害である   1120    500    285    227     31     44     33    4.07

  100.0   44.6   25.4   20.3    2.8    3.9    2.9  

■問７ 障害者に関わる事柄についての考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問８ 外国人に関わる事柄についての考え 
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（上段：人、下段：％）

  

 

全

 

 

体

そ

う

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

わ

な

い

そ

う

思

わ

な

い

　

無

回

答

 

 

平

均

評

価

点

１　人間らしさ、自分らしさが重視されるようになる   1120    430    321    172    161     36    2.94

  100.0   38.4   28.7   15.4   14.4    3.2  

２　子どものいじめがなくなる   1120     64    108    358    564     26    1.70

  100.0    5.7    9.6   32.0   50.4    2.3  

３　高齢者が安心して生活できるようになる   1120     70    143    366    508     33    1.79

  100.0    6.3   12.8   32.7   45.4    2.9  

４　障害のある人の社会参加が進み、働けるようになる   1120     77    240    403    365     35    2.03

  100.0    6.9   21.4   36.0   32.6    3.1  

５　定住外国人も日本の選挙権をもつようになる   1120    143    325    321    298     33    2.29

  100.0   12.8   29.0   28.7   26.6    2.9  

６　同和地区住民に対する偏見や差別はなくなる   1120    176    339    286    288     31    2.37

  100.0   15.7   30.3   25.5   25.7    2.8  

７　同性同士の結婚が社会的に認められるようになる   1120     81    194    295    509     41    1.86

  100.0    7.2   17.3   26.3   45.4    3.7  

８　学歴偏重の社会は崩れる   1120    154    259    363    314     30    2.23

  100.0   13.8   23.1   32.4   28.0    2.7  

９　生活の格差や所得などの経済的格差は少なくなる   1120     40     78    334    636     32    1.56

  100.0    3.6    7.0   29.8   56.8    2.9  

（上段：人、下段：％）

  

 

全

 

 

体

賛

成

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

賛

成

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

反

対

反

対

わ

か

ら

な

い

　

無

回

答

 

 

平

均

評

価

点

１　差別は人間として最も恥ずべき行為の一つである   1120    613    301     47     39     88     32    4.29

  100.0   54.7   26.9    4.2    3.5    7.9    2.9  

２　差別は世の中に必要なこともある   1120     91    171    178    433    205     42    3.64

  100.0    8.1   15.3   15.9   38.7   18.3    3.8  

３　差別をなくすために、行政は努力する必要がある   1120    633    264     49     39     94     41    4.30

  100.0   56.5   23.6    4.4    3.5    8.4    3.7  

４　差別は法律で禁止する必要がある   1120    332    292    116     99    246     35    3.59

  100.0   29.6   26.1   10.4    8.8   22.0    3.1  

５　差別される人の側に問題があることも多い   1120    225    322    137    148    255     33    2.69

  100.0   20.1   28.8   12.2   13.2   22.8    2.9  

６　差別をいちいち取り上げていたらきりがない   1120    240    275    191    178    199     37    2.81

  100.0   21.4   24.6   17.1   15.9   17.8    3.3  

７　差別される人の言葉をきちんと聞く必要がある   1120    617    332     28     25     83     35    4.37

  100.0   55.1   29.6    2.5    2.2    7.4    3.1  

８　差別を問題にすると、より問題が解決しにくくなる   1120    252    257    124    176    271     40    2.74

  100.0   22.5   22.9   11.1   15.7   24.2    3.6  

９　差別問題に無関心な人にも理解してもらうことが必要   1120    489    311     65     60    156     39    4.02

  100.0   43.7   27.8    5.8    5.4   13.9    3.5  

10　差別問題は、自分には関係がない   1120     42     66    208    523    241     40    4.02

  100.0    3.8    5.9   18.6   46.7   21.5    3.6  

■問９ 20年後の人権問題についての考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問10 「差別」についての考え 
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（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

父

母

や

家

族

、

親

せ

き

か

ら 近

所

の

人

か

ら

学

校

の

友

だ

ち

か

ら

職

場

の

同

僚

か

ら

学

校

の

授

業

で

講

演

会

・

研

修

会

な

ど

で

府

県

や

市

町

村

の

広

報

紙

で テ

レ

ビ

、

新

聞

、

本

な

ど

で そ

の

他

お

ぼ

え

て

い

な

い

「

被

差

別

部

落

」

と

か

「

同

和

地

区

」

が

あ

る

こ

と

を

知

ら

な

い

　

無

回

答

  1120    391     68     74     56    233     34     50     55     28     70     19     42

 100.0   34.9    6.1    6.6    5.0   20.8    3.0    4.5    4.9    2.5    6.3    1.7    3.8

（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

見

聞

き

し

た

こ

と

が

あ

る

見

聞

き

し

た

こ

と

が

な

い

　

無

回

答

  1120    366    647    107

 100.0   32.7   57.8    9.6

（上段：人、下段：MA％）

 

 

全

 

 

体

家

庭

（

家

族

、

親

せ

き

）

地

域

学

校

職

場

そ

の

他

　

無

回

答

   366     94    180     37    105     43      5

 100.0   25.7   49.2   10.1   28.7   11.7    1.4

（上段：人、下段：MA％）

 

 

全

 

 

体

同

和

地

区

の

人

（

子

ど

も

）

と

は

、

つ

き

あ

っ

て

は

（

遊

ん

で

は

）

い

け

な

い

同

和

地

区

の

人

と

は

、

結

婚

し

て

は

い

け

な

い

（

結

婚

で

き

な

い

）

同

和

地

区

の

人

は

こ

わ

い

そ

の

他

　

無

回

答

   366     57    190    214     56     31

 100.0   15.6   51.9   58.5   15.3    8.5

■問11 「被差別部落」や「同和地区」などを知ったきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問12 同和地区に対する差別的な発言や行動を見聞きした経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問12－１ 差別的な発言や行動を見聞きした場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問12－２ 見聞きした差別的な発言の内容 
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（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

差

別

と

気

づ

い

て

い

た

が

、

誤

り

を

指

摘

で

き

な

か

っ

た

そ

の

時

は

差

別

と

気

づ

か

ず

に

、

見

過

ご

し

た

誤

り

を

指

摘

し

た

が

、

説

得

で

き

な

か

っ

た

反

省

を

求

め

て

説

得

し

た

そ

の

他

　

無

回

答

   366    148     69     45     13     49     42

 100.0   40.4   18.9   12.3    3.6   13.4   11.5

（上段：人、下段：MA％）

 

 

全

 

 

体

同

和

地

区

の

人

と

結

婚

す

る

と

き

同

和

地

区

の

人

を

雇

う

と

き 同

和

地

区

の

人

と

同

じ

職

場

で

働

く

と

き

同

和

地

区

の

子

ど

も

と

同

じ

学

校

に

通

学

す

る

と

き

同

和

地

区

の

人

と

隣

近

所

で

生

活

す

る

と

き

同

和

地

区

の

人

と

同

じ

団

体

の

メ

ン

バ

ー

と

し

て

活

動

す

る

と

き

同

和

地

区

の

人

と

飲

食

し

た

り

、
つ

き

あ

っ

た

り

す

る

と

き

同

和

地

区

の

人

の

店

で

、

物

を

買

う

と

き

同

和

地

区

の

人

と

、

仕

事

上

で

か

か

わ

り

を

も

つ

と

き そ

の

他

特

に

意

識

し

て

は

い

な

い

と

思

う

わ

か

ら

な

い

　

無

回

答

  1120    731    152    119    191    249    112     87     36    122     22    261     72     41

 100.0   65.3   13.6   10.6   17.1   22.2   10.0    7.8    3.2   10.9    2.0   23.3    6.4    3.7

（上段：人、下段：％）

  

 

全

 

 

体

必

要

で

あ

る

調

べ

る

こ

と

は

よ

く

な

い

が

、

必

要

で

あ

る

必

要

で

な

い

　

無

回

答

１　本人の素行や性格について   1120    541    363    164     52

  100.0   48.3   32.4   14.6    4.6

２　家族の職業や学歴について   1120    205    311    529     75

  100.0   18.3   27.8   47.2    6.7

３　家族の財産、持ち家か借家かなどについて   1120    110    240    689     81

  100.0    9.8   21.4   61.5    7.2

４　家族の病歴や障害の有無について   1120    234    411    400     75

  100.0   20.9   36.7   35.7    6.7

５　在日韓国・朝鮮人であるかどうかについて   1120    287    383    385     65

  100.0   25.6   34.2   34.4    5.8

６　同和地区出身者であるかどうかについて   1120    213    394    449     64

  100.0   19.0   35.2   40.1    5.7

■問12－３ 差別的な発言や行動を見聞きした時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問13 世間の人々が同和地区の人を意識していると思う時 

 

 

 

 

 

 

 

■問14 子どもの結婚相手に対する調査の必要性 
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（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

結

婚

を

あ

き

ら

め

る

両

親

や

親

せ

き

の

反

対

を

押

し

切

っ

て

で

も

、

結

婚

す

る

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

　

無

回

答

   145      5     98     17     23      2

 100.0    3.4   67.6   11.7   15.9    1.4

（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

結

婚

す

る

結

婚

し

な

い

わ

か

ら

な

い

　

無

回

答

  1120    145     56    174    745

 100.0   12.9    5.0   15.5   66.5

（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

絶

対

に

反

対

す

る

親

と

し

て

は

反

対

だ

が

、

子

ど

も

の

意

志

が

強

け

れ

ば

し

か

た

が

な

い

お

互

い

の

愛

情

が

大

事

な

の

で

祝

福

す

る

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

　

無

回

答

  1120     95    298    294     16    112    305

 100.0    8.5   26.6   26.3    1.4   10.0   27.2

（上段：人、下段：MA％）

 

 

全

 

 

体

近

所

づ

き

あ

い

を

し

て

い

る

福

祉

な

ど

地

域

で

の

取

り

組

み

を

一

緒

に

し

て

い

る

（

し

た

こ

と

が

あ

る

）

自

治

会

、

女

性

会

、

Ｐ

Ｔ

Ａ

な

ど

の

メ

ン

バ

ー

と

し

て

つ

き

あ

っ

て

い

る

同

じ

職

場

で

働

い

て

い

る

な

ど

、

仕

事

の

関

係

で

つ

き

あ

っ

て

い

る

民

謡

、

将

棋

、

料

理

な

ど

趣

味

の

会

や

講

習

会

な

ど

で

一

緒

に

習

っ

て

い

る

盆

踊

り

や

ま

つ

り

、

ス

ポ

ー

ツ

な

ど

を

一

緒

に

し

て

い

る

学

校

時

代

か

ら

つ

き

あ

っ

て

い

る

友

人

で

あ

る

自

分

自

身

が

同

和

地

区

の

出

身

者

で

あ

る

家

族

や

親

せ

き

に

同

和

地

区

出

身

者

が

い

る

そ

の

他

同

和

地

区

の

人

と

は

以

前

つ

き

あ

い

が

あ

っ

た

が

、

現

在

は

な

い

同

和

地

区

の

人

と

つ

き

あ

っ

た

こ

と

は

な

い

　

無

回

答

  1120    127    102     73    192     57     75    116     18     46     95    143    375     91

 100.0   11.3    9.1    6.5   17.1    5.1    6.7   10.4    1.6    4.1    8.5   12.8   33.5    8.1

■問15 結婚相手が同和地区の人であるとわかった場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問15－１ 両親や親戚に反対された場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問16 子どもと同和地区の人との結婚話が進んでいる場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問17 同和地区に住んでいる人とのつきあいの程度 
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（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

同

和

地

区

や

同

じ

小

学

校

区

に

あ

る

物

件

は

避

け

る

と

思

う 同

和

地

区

は

避

け

る

が

、

同

じ

小

学

校

区

に

あ

る

物

件

は

避

け

な

い

と

思

う

い

ず

れ

に

あ

っ

て

も

こ

だ

わ

ら

な

い

わ

か

ら

な

い

　

無

回

答

  1120    305    161    302    296     56

 100.0   27.2   14.4   27.0   26.4    5.0

（上段：人、下段：％）

  

 

全

 

 

体

非

常

に

重

要

や

や

重

要

あ

ま

り

重

要

で

は

な

い

重

要

で

は

な

い

わ

か

ら

な

い

　

無

回

答

 

 

平

均

評

価

点

１　行政が行っている施策によって自立を支援する   1120    155    200    232    225    246     62    2.84

  100.0   13.8   17.9   20.7   20.1   22.0    5.5  

２　同和地区住民が差別の現実や不当性をアピールする   1120    109    215    249    246    230     71    2.71

  100.0    9.7   19.2   22.2   22.0   20.5    6.3  

３　同和地区と周辺地域の人々が交流を深める   1120    358    325    103     81    186     67    3.74

  100.0   32.0   29.0    9.2    7.2   16.6    6.0  

４　人権を大切にする教育・啓発活動を積極的に行う   1120    405    285    119    105    140     66    3.73

  100.0   36.2   25.4   10.6    9.4   12.5    5.9  

５　差別を法律で禁止する   1120    237    179    187    206    255     56    3.05

  100.0   21.2   16.0   16.7   18.4   22.8    5.0  

６　そっとしておけば差別はなくなる   1120    304    209    107    151    291     58    2.62

  100.0   27.1   18.7    9.6   13.5   26.0    5.2  

７　同和地区の人々分散して住むようにする   1120    251    236    153    139    276     65    2.71

  100.0   22.4   21.1   13.7   12.4   24.6    5.8  

８　戸籍制度を大幅に見直す・廃止する   1120    174    137    176    177    391     65    2.96

  100.0   15.5   12.2   15.7   15.8   34.9    5.8  

（上段：人、下段：2LA％）

 

 

全

 

 

体

同

和

問

題

を

正

し

く

教

え

る

こ

と

は

よ

い

こ

と

だ

同

和

問

題

を

教

え

る

必

要

は

な

い

同

和

問

題

を

通

じ

て

差

別

を

な

く

す

教

育

が

行

わ

れ

て

お

り

、

よ

い

こ

と

だ

同

和

教

育

は

必

要

で

あ

る

が

、

内

容

を

改

善

す

る

必

要

が

あ

る

同

和

教

育

よ

り

受

験

教

育

に

力

を

入

れ

て

ほ

し

い

同

和

教

育

が

ど

ん

な

教

育

か

、

よ

く

知

ら

な

い

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

　

無

回

答

  1120    482    180    285    186     53    321     53     60     39

 100.0   43.0   16.1   25.4   16.6    4.7   28.7    4.7    5.4    3.5

■問18 同和地区や同じ小学校区にある物件の忌避意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問19 同和地区出身者に対する差別をなくすための取組みの重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問20 学校での「同和教育」についての考え 
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（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

１

回

２

回

３

～

５

回

６

回

以

上

参

加

し

た

こ

と

は

な

い

お

ぼ

え

て

い

な

い

　

無

回

答

  1120     46     41     70     99    692     95     77

 100.0    4.1    3.7    6.3    8.8   61.8    8.5    6.9

（上段：人、下段：MA％）

 

 

全

 

 

体

自

分

か

ら

す

す

ん

で

勤

務

先

の

指

示

で

自

分

が

団

体

な

ど

で

役

員

を

し

て

い

て

知

り

あ

い

の

人

に

誘

わ

れ

た

の

で

他

の

行

事

や

研

修

の

中

に

、

同

和

問

題

の

学

習

が

組

み

込

ま

れ

て

い

た

の

で

子

ど

も

の

授

業

参

観

に

行

っ

た

と

き

に

そ

の

他

　

無

回

答

   256     37    116     52     27     81     17     16      1

 100.0   14.5   45.3   20.3   10.5   31.6    6.6    6.3    0.4

（上段：人、下段：MA％）

 

 

全

 

 

体

部

落

差

別

を

な

く

す

た

め

、

自

分

も

何

か

し

た

い

と

思

っ

た 話

し

あ

え

る

仲

間

が

で

き

て

よ

か

っ

た

同

じ

話

の

繰

り

返

し

が

多

か

っ

た

話

が

む

ず

か

し

く

て

よ

く

わ

か

ら

な

か

っ

た

同

和

問

題

と

は

何

か

と

い

う

こ

と

が

わ

か

っ

た

部

落

差

別

を

し

て

は

い

け

な

い

と

思

っ

た

そ

の

他

お

ぼ

え

て

い

な

い

　

無

回

答

   256     43     16     93     14    107    109     22     10      3

 100.0   16.8    6.3   36.3    5.5   41.8   42.6    8.6    3.9    1.2

（上段：人、下段：MA％）

 

 

全

 

 

体

泉

南

市

・

教

育

委

員

会

・

市

人

権

啓

発

推

進

協

議

会

な

ど

が

お

こ

な

っ

た

も

の

学

校

や

Ｐ

Ｔ

Ａ

が

お

こ

な

っ

た

も

の

宗

教

団

体

が

お

こ

な

っ

た

も

の 労

働

組

合

が

お

こ

な

っ

た

も

の 職

場

内

で

の

研

修

会

そ

の

他

の

各

種

団

体

が

お

こ

な

っ

た

も

の

そ

の

他

　

無

回

答

   256    118     83      5     23    111     56      6      1

 100.0   46.1   32.4    2.0    9.0   43.4   21.9    2.3    0.4

■問21 同和地区に関する講演会や研修会への参加経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問21－１ 講演会や研修会に参加したきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問21－２ 講演会や研修会に参加しての印象や感想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問21－３ 今までに参加した講演会や研修会の種類 
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（上段：人、下段：MA％）

 

 

全

 

 

体

「

人

権

」

そ

の

も

の

の

考

え

方

の

問

題

基

本

的

人

権

や

市

民

的

権

利

に

つ

い

て

の

問

題

女

性

の

人

権

問

題

子

ど

も

の

人

権

問

題

高

齢

者

の

人

権

問

題

障

害

者

の

人

権

問

題

同

和

問

題

在

日

韓

国

・

朝

鮮

人

の

人

権

問

題

外

国

人

労

働

者

の

人

権

問

題

ア

イ

ヌ

民

族

の

人

権

問

題

世

界

の

人

権

問

題

（

カ

ー

ス

ト

制

度

な

ど

）

Ｈ

Ｉ

Ｖ

（

エ

イ

ズ

）

感

染

者

な

ど

の

人

権

問

題

犯

罪

者

や

受

刑

者

の

人

権

問

題 戦

争

や

平

和

の

問

題

環

境

問

題

そ

の

他

参

加

し

た

こ

と

は

な

い

　

無

回

答

  1120     92     59     68     89    105    116     43     30     17     12     17     31     23    100    125     23    613    135

 100.0    8.2    5.3    6.1    7.9    9.4   10.4    3.8    2.7    1.5    1.1    1.5    2.8    2.1    8.9   11.2    2.1   54.7   12.1

（上段：人、下段：MA％）

 

 

全

 

 

体

「

人

権

」

そ

の

も

の

の

考

え

方

の

問

題

基

本

的

人

権

や

市

民

的

権

利

に

つ

い

て

の

問

題

女

性

の

人

権

問

題

子

ど

も

の

人

権

問

題

高

齢

者

の

人

権

問

題

障

害

者

の

人

権

問

題

同

和

問

題

在

日

韓

国

・

朝

鮮

人

の

人

権

問

題

外

国

人

労

働

者

の

人

権

問

題

ア

イ

ヌ

民

族

の

人

権

問

題

世

界

の

人

権

問

題

（

カ

ー

ス

ト

制

度

な

ど

）

Ｈ

Ｉ

Ｖ

（

エ

イ

ズ

）

感

染

者

な

ど

の

人

権

問

題

犯

罪

者

や

受

刑

者

の

人

権

問

題 戦

争

や

平

和

の

問

題

環

境

問

題

そ

の

他

特

に

学

び

た

い

も

の

は

な

い

　

無

回

答

  1120    247    143     98    169    245    148     61     55     36     35     48     52     44    175    225     13    324     94

 100.0   22.1   12.8    8.8   15.1   21.9   13.2    5.4    4.9    3.2    3.1    4.3    4.6    3.9   15.6   20.1    1.2   28.9    8.4

（上段：人、下段：％）

  

 

全

 

 

体

ど

ん

な

内

容

か

知

っ

て

い

る 内

容

は

知

ら

な

い

が

名

称

は

聞

い

た

こ

と

が

あ

る

知

ら

な

か

っ

た

　

無

回

答

１　あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例   1120     46    307    682     85

  100.0    4.1   27.4   60.9    7.6

２　部落差別調査等規制等条例   1120     48    226    753     93

  100.0    4.3   20.2   67.2    8.3

３　人権教育及び人権啓発の推進に関する法律   1120     45    289    675    111

  100.0    4.0   25.8   60.3    9.9

４　個人情報保護法   1120    509    374    145     92

  100.0   45.4   33.4   12.9    8.2

５　同和対策審議会答申   1120     68    248    698    106

  100.0    6.1   22.1   62.3    9.5

６　児童虐待の防止等に関する法律   1120    198    546    281     95

  100.0   17.7   48.8   25.1    8.5

７　交通バリアフリー法   1120    180    420    420    100

  100.0   16.1   37.5   37.5    8.9

８　世界人権宣言   1120    202    560    258    100

  100.0   18.0   50.0   23.0    8.9

■問22 人権問題の理解を深めるために現在学んでいること 

 

 

 

 

 

 

■問23 人権問題の理解を深めるために今後学びたいこと 

 

 

 

 

 

 

■問24 人権に関する宣言や条例などの認知度 
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（上段：人、下段：％）

  

 

全

 

 

体

実

際

に

行

っ

た

こ

と

が

あ

る 行

っ

た

こ

と

は

な

い

が

名

称

は

聞

い

た

こ

と

が

あ

る

知

ら

な

か

っ

た

　

無

回

答

１　人権協会   1120     32    301    695     92

  100.0    2.9   26.9   62.1    8.2

２　男女共同参画ルーム（ステップ）   1120     16    216    785    103

  100.0    1.4   19.3   70.1    9.2

３　青少年センター   1120    182    652    201     85

  100.0   16.3   58.2   17.9    7.6

４　人権ふれあいセンター   1120    118    610    306     86

  100.0   10.5   54.5   27.3    7.7

（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

男

性

女

性

　

無

回

答

  1120    509    583     28

 100.0   45.4   52.1    2.5

（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

１

６

～

１

９

歳

２

０

～

２

９

歳

３

０

～

３

９

歳

４

０

～

４

９

歳

５

０

～

５

９

歳

６

０

歳

以

上

　

無

回

答

  1120     30    110    176    146    203    428     27

 100.0    2.7    9.8   15.7   13.0   18.1   38.2    2.4

（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

小

学

校

、

高

等

小

学

校

、

新

制

中

学

校

高

等

学

校

（

旧

制

中

等

学

校

を

含

む

）

大

学

（

新

制

・

旧

制

）
、

短

期

大

学

、

高

専

（

新

制

・

旧

制

）

そ

の

他

　

無

回

答

  1120    214    525    322     24     35

 100.0   19.1   46.9   28.8    2.1    3.1

（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

勤

め

人

臨

時

・

パ

ー

ト

勤

め

農

林

漁

業

の

自

営

お

よ

び

家

族

従

業

者

商

工

業

・

サ

ー

ビ

ス

業

の

自

営

者

お

よ

び

家

族

従

業

者 そ

の

他

の

職

業

家

事

専

業

者

（

専

業

主

婦

）

高

校

生

大

学

生

無

職

　

無

回

答

  1120    312    166     15     69     18    178     16     23    273     50

 100.0   27.9   14.8    1.3    6.2    1.6   15.9    1.4    2.1   24.4    4.5

■問25 人権について推進している施設の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問26 性別            ■問27 年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問28 最終学歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問29 職種 
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（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

従

業

員

５

０

０

人

以

上

の

民

間

会

社

従

業

員

１

０

０

人

以

上

４

９

９

人

以

下

の

民

間

会

社

従

業

員

３

０

人

以

上

９

９

人

以

下

の

民

間

会

社

従

業

員

２

９

人

以

下

の

民

間

会

社

公

務

員

（

公

共

事

業

団

体

を

含

む

）

　

無

回

答

   478    101    107     66    120     58     26

 100.0   21.1   22.4   13.8   25.1   12.1    5.4

（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

管

理

者

・

監

督

者

で

あ

る

管

理

者

・

監

督

者

で

は

な

い 　

無

回

答

   478     89    366     23

 100.0   18.6   76.6    4.8

（上段：人、下段：％）

 

 

全

 

 

体

５

年

未

満

５

年

以

上

１

０

年

未

満

１

０

年

以

上

２

０

年

未

満

２

０

年

以

上

３

０

年

未

満

３

０

年

以

上

　

無

回

答

  1120     68     89    160    276    486     41

 100.0    6.1    7.9   14.3   24.6   43.4    3.7

■問29－１ 勤め先の規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問29－２ 管理者・監督者の別     ■問30 居住年数 
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